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○

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
運
用
報
告
書
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

（
運
用
報
告
書
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
十
五
条

法
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

第
二
十
五
条

法
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

計
算
期
間
が
一
日
の
投
資
信
託
財
産
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
投
資
信
託
約
款

二

計
算
期
間
が
一
日
の
投
資
信
託
財
産
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
投
資
信
託
約
款

に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
の
す
べ
て
を
定
め
て
い
る
公
社
債
投
資
信
託
に

に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
の
す
べ
て
を
定
め
て
い
る
公
社
債
投
資
信
託
に

係
る
も
の
で
あ
る
場
合

係
る
も
の
で
あ
る
場
合

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

投
資
信
託
財
産
の
運
用
の
対
象
と
な
る
有
価
証
券
等
は
、
償
還
又
は
満

ロ

投
資
信
託
財
産
の
運
用
の
対
象
と
な
る
有
価
証
券
等
は
、
償
還
又
は
満

期
ま
で
の
期
間
（
ハ
に
お
い
て
「
残
存
期
間
」
と
い
う
。
）
が
一
年
を
超

期
ま
で
の
期
間
（
ハ
に
お
い
て
「
残
存
期
間
」
と
い
う
。
）
が
一
年
を
超

え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
指
定
格
付
機
関
（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す

る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
一
条
第
十
三
号
の

二
に
規
定
す
る
指
定
格
付
機
関
を
い
う
。
ロ
及
び
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

か
ら
金
融
庁
長
官
が
指
定
格
付
機
関
ご
と
に
指
定
し
た
格
付
が
付
与
さ
れ

た
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
又
は
当
該
格
付
が
付
与
さ
れ
た
イ

(1)

(4)

(1)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
に
安
全
に
運
用
で
き
る
も
の
で

(4)

あ
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

投
資
信
託
財
産
の
総
額
の
う
ち
に
一
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
ホ
に
お

ニ

投
資
信
託
財
産
の
総
額
の
う
ち
に
一
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
ヘ
及
び
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い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
発
行
し
、
又
は
取
り
扱
う
有
価
証
券
等

ト
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
発
行
し
、
又
は
取
り
扱
う
適
格

（
国
債
証
券
、
政
府
保
証
債
（
そ
の
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ

有
価
証
券
等
（
国
債
証
券
、
政
府
保
証
債
（
そ
の
元
本
の
償
還
及
び
利
息

い
て
政
府
が
保
証
す
る
債
券
を
い
う
。
）
及
び
返
済
ま
で
の
期
間
（
貸
付

の
支
払
に
つ
い
て
政
府
が
保
証
す
る
債
券
を
い
う
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。

け
を
行
う
受
託
会
社
が
休
業
し
て
い
る
日
を
除
く
。
）
が
五
日
以
内
の
コ

）
及
び
返
済
ま
で
の
期
間
（
貸
付
け
を
行
う
受
託
会
社
が
休
業
し
て
い
る

ー
ル
ロ
ー
ン
（
ホ
に
お
い
て
「
特
定
コ
ー
ル
ロ
ー
ン
」
と
い
う
。
）
を
除

日
を
除
く
。
）
が
五
日
以
内
の
コ
ー
ル
ロ
ー
ン
（
ホ
及
び
ト
に
お
い
て
「

く
。
）
の
当
該
総
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
価
額
の
占
め
る
割
合
が
、

特
定
コ
ー
ル
ロ
ー
ン
」
と
い
う
。
）
以
外
の
有
価
証
券
等
で
あ
っ
て
、
二

百
分
の
五
以
下
で
あ
る
こ
と
。

以
上
の
指
定
格
付
機
関
か
ら
金
融
庁
長
官
が
指
定
格
付
機
関
ご
と
に
指
定

し
た
格
付
が
付
与
さ
れ
た
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
又
は
当
該
格

(1)

(4)

付
が
付
与
さ
れ
た
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
に
安
全

(1)

(4)

に
運
用
で
き
る
も
の
を
い
う
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
当
該
総
額
の
計

算
の
基
礎
と
な
っ
た
価
額
の
占
め
る
割
合
が
、
百
分
の
五
以
下
で
あ
る
こ

と
。

（
削
る
）

ホ

投
資
信
託
財
産
の
総
額
の
う
ち
に
有
価
証
券
等
（
国
債
証
券
、
政
府
保

証
債
、
特
定
コ
ー
ル
ロ
ー
ン
及
び
適
格
有
価
証
券
等
を
除
く
。
ヘ
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
当
該
総
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
価
額
の
占
め
る
割
合

が
、
百
分
の
五
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

ヘ

投
資
信
託
財
産
の
総
額
の
う
ち
に
一
の
法
人
等
が
発
行
し
、
又
は
取
り

扱
う
有
価
証
券
等
の
当
該
総
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
価
額
の
占
め
る

割
合
が
、
百
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ホ

投
資
信
託
財
産
の
総
額
の
う
ち
に
一
の
法
人
等
が
取
り
扱
う
特
定
コ
ー

ト

投
資
信
託
財
産
の
総
額
の
う
ち
に
一
の
法
人
等
が
取
り
扱
う
特
定
コ
ー

ル
ロ
ー
ン
の
当
該
総
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
価
額
の
占
め
る
割
合
が

ル
ロ
ー
ン
の
当
該
総
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
価
額
の
占
め
る
割
合
が

、
百
分
の
二
十
五
以
下
で
あ
る
こ
と
。

、
百
分
の
二
十
五
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）
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紙

様
式

第
20
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（

第
261

条
第

１
項
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係
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日

本
工

業
規

格
Ａ

４
）

 

（
第

１
面

）
 

年
 

 
月

 
 

日
 

金
融

庁
長

官
 

殿
 

発
行

者
 

 
法

人
名

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
代

表
者

の
役

職
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
本

店
の

所
在

地
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
代

理
人

の
氏

名
又

は
名

称
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
代

理
人

の
住

所
又

は
所

在
地

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
事

務
連

絡
者

氏
名

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
事

務
連

絡
場

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
番

号
（

 
 

）
 

 
－

 

 

（
略
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別
紙
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20
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第
261

条
第

１
項

関
係
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（
日

本
工

業
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Ａ

４
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（
第

１
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本
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